
毛呂山町立小・中学校の指定校変更及び区域外就学事務取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第８条及

び第９条、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第３３条並び

に毛呂山町立小・中学校の通学区域に関する規則（昭和４８年毛呂山町教育委

員会規則第１号）第３条ただし書の規定による指定校変更及び区域外就学に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 指定校変更 学齢児童及び学齢生徒（以下「児童生徒」という。）が、毛

呂山町教育委員会（以下「教育委員会」という。）の許可を得て、その居住

地の指定校以外の学校に就学することをいう。 

(2) 区域外就学 児童生徒が、毛呂山町以外の市町村に居住する場合に、教育

委員会の許可を得て、毛呂山町内の小学校又は中学校に就学することをいう。 

（許可基準） 

第３条 指定校変更及び区域外就学の許可の基準は、別表のとおりとする。 

（指定校変更申請） 

第４条 指定校変更の許可を受けようとする児童生徒の保護者は、指定校変更申

請書（様式第１号）に、別表に定める添付書類を添えて教育委員会に申請しな

ければならない。 

（変更の決定等） 

第５条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、

別表に該当すると認めるときは、指定校変更許可通知書（様式第２号）を当該

保護者に通知するとともに、指定校変更決定通知書（様式第３号）を当該学校

の学校長に通知するものとする。 

２ 教育委員会は、当該申請の内容を審査し、不許可の決定をしたときは、速や

かに指定校変更・区域外就学不許可通知書（様式第４号）を当該保護者に通知

するものとする。 

（区域外就学申請） 



第６条 区域外就学の許可を受けようとする児童生徒の保護者は、区域外就学願

（様式第５号）に、別表に定める添付書類を添えて教育委員会に提出しなけれ

ばならない。 

（区域外就学の決定等） 

第７条 教育委員会は、前条の就学願の提出があったときは、当該就学願の内容

を審査し、別表に該当すると認めるときは、区域外就学の許可通知（様式第６

号）を当該保護者に通知するとともに、区域外就学の許可通知（様式第７号）

を当該学校の学校長に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、教育委員会は、許可の決定に当たり当該児童生徒が住

所を有する市町村教育委員会に対し、区域外就学協議書（様式第８号）をもっ

て協議し、当該市町村教育委員会から区域外就学協議書（回答）（様式第９号）

を得なければならない。 

３ 教育委員会は、当該就学願の内容を審査し、不許可の決定をしたときは、速

やかに指定校変更・区域外就学不許可通知書（様式第４号）を当該保護者に通

知するものとする。 

（決定に要する処理期間） 

第８条 指定校変更及び区域外就学の許可に係る標準処理期間は、次のとおりと

する。ただし、特別の事由により審査に時間を要する場合には、１０日を限度

としてその期間を延長することができる。 

(1) 指定校変更 ７日間 

(2) 区域外就学 ３０日間 

（許可の取消し） 

第９条 教育委員会は、指定校変更又は区域外就学の許可を受けた保護者が、次

の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。この場合

において、第２号については、当該児童生徒を含むものとする。 

(1) 申請書に虚偽の事項を記載したとき。 

(2) 申請事由の変更又は消滅があったとき。 

（取消通知） 

第１０条 教育委員会は、前条に規定する許可の取消しを決定したときは、指定

校変更・区域外就学取消通知書（様式第１０号）を当該保護者及び当該学校の



学校長に通知するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に指定校変更又は区域外就学を許可されている者は、

この告示により指定校変更又は区域外就学を許可された者とみなす。 


